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各 か い  

 

川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。 
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   川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程の一部を改正する訓令 

川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程（平成１９年川崎市訓令第１

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「ため」の次に「、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の６第１項の規定に基づき」を加える。 

第２条第１号中「、上下水道局、交通局、病院局、」を「及び」に改め、「

、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局

及び議会局」を削る。 

第６条第１項中「（教育委員会事務局にあっては、教育次長。以下同じ。）

」を削り、同条第４項中「（昭和２２年法律第６７号）」を削り、「規程」を

「規定」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


